
項番 項 目 説 明 

 
１ 

 
受付 

提出された届出書に工場設置（変 

更）認可申請書等を添付します。 

 
２ 

 
現地調査 

現地調査を行い、申請書に記載さ 

れている現況について確認します 

 
３ 

技術審査決定・ 
認定 

技術審査の適否・認定の諾否につ 

いて課長が決定します。 

４ 認定書交付 認定書を交付します。 

   

 

（様式－１）                                                 （平成３０年６月２７日作成） 
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《事務処理フロー図》    《事務処理フロー図の説明》 
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